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外形的には死体損壊に該当する。しかし，「臓器の移植に関す
 る法律」の要件が満たされれば法令行為として違法性が阻
 却される。

◆臓器の移植に関する法律（平成9年7月16日公布）（以下では
 

「臓器移植法」という。）

これまでのもの（すでに廃止されている）として，

◆角膜移植に関する法律（昭和33年4月17日公布）

◆角膜及び腎臓の移植に関する法律（昭和54年12月18日公
 

布）

死体からの移植用臓器の摘出



臓器移植法の内容・適用範囲

①臓器移植に関する基本的理念

②臓器移植目的で死体から心臓，肺，肝臓，腎臓，膵
 臓，小腸，眼球を摘出するための要件（なお，本法の
 運用指針第11 ２は，これ以外の臓器を移植目的で
 死体から摘出することを禁じている）

③臓器売買の禁止（すべての臓器移植に及ぶ）

④死体から摘出された臓器のあっせんに関わる要件，
 など



臓器移植法第６条第１項

①
 
医師は，死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用

 
されるために提供する意思を書面により表示している

 
場合であって，その旨の告知を受けた遺族が当該臓器

 
の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは，この法

 
律に基づき，移植術に使用されるための臓器を，死体

 
（脳死した者の身体を含む。以下同じ。）から摘出するこ

 
とができる。



臓器移植法第６条第２項第３項

②
 
前項に規定する『脳死した者の身体』とは、その身体か

 ら移植術に使用されるための臓器が摘出されることとな
 る者であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止
 するに至ったと判定されたものの身体をいう。

③
 
臓器の摘出に係る前項の判定は、当該者が第１項に規

 定する意思の表示に併せて前項による判定に従う意思を
 書面により表示している場合であって、その旨の告知を
 受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家
 族がないときに限り、行うことができる。［4項以下は省略］



死体からの移植用臓器の摘出要件

【死体（脳死した者の身体〔以下，「脳死体」という〕も含む）から
 の臓器の一般的摘出要件（6条1項）】

①生前の本人の，提供意思の，書面による表示（ドナーカード→
 

臓器提供意思表示カードや運転免許証・健康保険証への
 

シール）

②①の意思表示があったことを知らされた遺族が摘出を拒まな
 

いこと（または遺族がないこと――遺族がない場合について
 

は以下では省略する）



脳死体からの移植用臓器の摘出要件

【脳死体から臓器を摘出しようとする場合に，脳死の判定を行
 うための要件（6条3項）】

③本人の，（提供意思に併せて表示される）脳死判定に従うと
 いう意思の，書面による表示（臓器提供意思表示カードや
 運転免許証・健康保険証へのシール――「私は，脳死の判
 定に従い，脳死後，移植の為に○で囲んだ臓器を提供しま
 す。」）

④③の意思表示があったことを知らされた家族が脳死判定を
 拒まないこと





臓器提供の意思表示
【生前に提供意思の表示をなしうる者】

ガイドライン第１
 
書面による意思表示ができる年齢等に関する事

 項

「臓器の移植に関する法律……における臓器提供に係る意思表
 示の有効性について、年齢等により画一的に判断することは難
 しいと考えるが、民法上の遺言可能年齢等を参考として、法の
 運用に当たっては、15歳以上の者の意思表示を有効なものとし
 て取り扱うこと。」

◆臓器を分割・縮小して移植することが不可能な心臓などについ
 ては身体の小さい小児の患者への移植ができない。

【生前の提供意思表示が不可欠】

◆脳死提供者が多くない――平成11年4例，12年5例，13年8例，
 14年6例，15年3例，16年5例，17年9例，18年10例，19年13例，
 20年9例（7月まで）。



本人意思不可欠の例外

◆死体から移植用臓器を摘出するためには，本人の臓器提供
 意思の表示があることが不可欠

◆例外として附則４条第１項（心臓死体／眼球・腎臓の摘出）

「医師は、当分の間、第６条第１項に規定する場合のほか、死亡
 した者が生存中に眼球又は腎臓を移植術に使用されるため
 に提供する意思を書面により表示している場合及び当該意
 思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族
 が当該眼球又は腎臓の摘出について書面により承諾してい
 るときにおいても、移植術に使用されるための眼球又は腎臓
 を、同条第２項の脳死した者の身体以外の死体から摘出する
 ことができる。」



角膜腎臓移植法(昭和54年)の承諾要件

第3条
 
医師は、視力障害者の視力の回復を図る目的で行われ

 る角膜移植術に使用されるための眼球を、死体から摘出する
 ことができる。

②
 
医師は、腎臓機能障害者に腎臓機能を付与する目的で行わ

 れる腎臓移植術に使用されるための腎臓を、死体から摘出す
 ることができる。

③
 
医師は、第1項又は前項の規定による死体からの眼球又は

 腎臓の摘出をしようとするときは、あらかじめ、その遺族の書
 面による承諾を受けなければならない。ただし、死亡した者が
 生存中にその眼球又は腎臓の摘出について書面による承諾
 をしており、かつ、医師がその旨を遺族に告知し、遺族がその
 摘出を拒まないとき、又は遺族がないときは、この限りでない。



臓器の移植に関する法律案（各党協議会案）
 （平成6年4月12日国会提出）

第6条
 
医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移

 植術に使用されるための臓器を、死体（脳死体を含む。以下
 同じ。）から摘出することができる。

一
 
死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるため

 に提供する意思を書面により表示している場合であって、その
 旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又
 は遺族がないとき。

二
 
死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるため

 に提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思
 がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が
 当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。



中山修正案（平8年6月）・中山案（平8年12月）

第6条
 
医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用される

 ために提供する意思を書面により表示している場合であって、そ
 の旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は
 遺族がないときは、移植術に使用されるための臓器を、死体（脳
 死体を含む。以下同じ。）から摘出することができる。

附
 
則

 
（経過措置）

第4条
 
医師は、当分の間、第6条第1項に規定する場合のほか、死

 亡した者が生存中に眼球又は腎臓を移植術に使用されるために
 提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がな
 いことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該眼球
 又は腎臓の摘出について書面により承諾しているときにおいても、

 移植術に使用されるための眼球又は腎臓を、同条第2項の脳死
 体以外の死体から摘出することができる。



関根修正案(平成9.6.16)によって修正された中山案
第6条

 
医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用される

 ために提供する意思を書面により表示している場合であって、そ
 の旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は
 遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるため
 の臓器を、死体（脳死した者の身体を含む。以下同じ。）から摘出
 することができる。

②
 
前項に規定する「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術

 に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって脳幹
 を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたも
 のの身体をいう。

③
 
臓器の摘出に係る前項の判定は、当該者が第1項に規定する意

 思の表示に併せて前項による判定に従う意思を書面により表示し
 ている場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該
 判定を拒まないとき又は家族がないときに限り、行うことができる。



臓器移植法改正法案の提出

臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案（中山案）

議案提出者中山太郎君外5名
第162回国会衆法第38号
平成17年 8月 8日提出（同日衆議院解散により廃案）

第164回国会衆法第14号
平成18年 3月31日提出（継続審査中）

臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案（斉藤案）

議案提出者斉藤鉄夫君外3名
第162国会衆法第39号
平成17年 8月 8日提出（同日衆議院解散により廃案）

第164国会衆法第15号
平成18年 3月31日提出（継続審査中）



臓器移植法改正法案（中山案）

第6条
 
医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術

 に使用されるための臓器を、死体（脳死した者の身体を含む。以下
 同じ。）から摘出することができる。

一
 
死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために

 提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の
 告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がな
 いとき。

二
 
死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために

 提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がない
 ことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の
 摘出について書面により承諾しているとき。

２
 
前項に規定する「脳死した者の身体」とは、脳幹を含む全脳の機

 能が不可逆的に停止するに至ったと判定された者の身体をいう。



臓器移植法改正法案（中山案）

第6条
３

 
臓器の摘出に係る前項の判定は、次の各号のいずれかに該当す

 る場合に限り、行うことができる。

一
 
当該者が第1項第1号に規定する意思を書面により表示してい

 る場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないことを
 表示している場合以外の場合であって、その旨の告知を受けたそ
 の者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないとき。

二
 
当該者が第1項第1号に規定する意思を書面により表示してい

 る場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合で
 あり、かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示して
 いる場合以外の場合であって、その者の家族が当該判定を行うこ
 とを書面により承諾しているとき。



臓器移植法改正法案（中山案）

第6条

１
 
死体臓器を移植用に摘出できる場合

①本人の提供意思
 
＋

 
遺族の拒否の不存在

②本人意思が不存在
 
＋

 
遺族の摘出承諾

３
 
脳死した者の身体からの臓器摘出の前提となる脳死判定ができ

 る場合

①本人の臓器提供意思
 
＋

 
本人による脳死判定の拒否の不存在

 ＋
 
遺族の拒否の不存在

②提供に関する本人意思が不存在
 
＋

 
本人による脳死判定の拒

 否の不存在
 
＋

 
家族の脳死判定承諾



臓器移植法改正法案（斉藤案）

第6条
 
医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用され

 
るために提供する意思を書面により表示している場合（当該意

 思の表示が12歳に達した日後においてなされた場合に限る。）
 

であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒
 まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術
 に使用されるための臓器を、死体（脳死した者の身体を含む。
 以下同じ。）から摘出することができる。［②③は現行法と同じ］
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